
別紙様式第11 

公表の対象となる随意契約を締結した場合の報告及び公表の様式 

物品等又は役務の

名 称 及 び 数 量 

随意契約担当部課

の名称及び所在地 

随 意 契 約 を 

締 結 し た 日 

随意契約の相手方の

氏 名 及 び 住 所 

随意契約に係る 

契 約 金 額 

随 意 契 約 に よ る 

こ と と し た 理 由 

その他必要な事項

（ 備 考 ） 

心臓核医学専用機 

D-SPECT保守料 

事務部調度課 

京都市上京区釜座通

丸太町上ル春帯町３

５５番地の５ 

令和4年4月1日 

（株）ホクシン 

メディカル 

代表取締役社長  

古川光範 

兵庫県神戸市東灘区向

洋町中6-9神戸ファッシ

ョンマート6階 

\4,180,000- 

当該業者は、契約対象物品の

メーカーから販売特約店に

指定されており、他業者と保

守契約を締結することがで

きないことから、契約の性質

又は目的が競争を許さない

場合に該当するため（日本赤

十字社会計規則第36条第3

項） 

 

全身用Ｘ線コンピュ

ーター断層撮影装置

保守料 

事務部調度課 

京都市上京区釜座通

丸太町上ル春帯町３

５５番地の５ 

令和4年4月1日 

ＧＥヘルスケア・ジャ

パン(株)京滋支社 

支店長 山岸賛 

京都市伏見区竹田段川

原町236番地竹田駅前

第一ビル 

\2,085,600- 

契約業者が当機器メーカー

であり他の業者では対応で

きないことから、契約の性質

又は目的が競争を許さない

場合に該当するため。（日本

赤十字社会計規則第36条第4

項） 

 

検体検査総合システ

ム保守料 

事務部調度課 

京都市上京区釜座通

丸太町上ル春帯町３

５５番地の５ 

令和4年4月1日 

アルフレッサ(株) 

京都病院支店 

支店長 村田富士浩 

京都市伏見区中島北ノ

口町25番地 

\4,435,200- 

契約業者が当機器メーカー

であり他の業者では対応で

きないことから、契約の性質

又は目的が競争を許さない

場合に該当するため。（日本

赤十字社会計規則第36条第4

項） 

 



物品等又は役務の

名 称 及 び 数 量 

随意契約担当部課

の名称及び所在地 

随 意 契 約 を 

締 結 し た 日 

随意契約の相手方の

氏 名 及 び 住 所 

随意契約に係る 

契 約 金 額 

随 意 契 約 に よ る 

こ と と し た 理 由 

その他必要な事項

（ 備 考 ） 

全自動血液分析装置

システム・全自動血

液凝固測定装置保守

料 

事務部調度課 

京都市上京区釜座通

丸太町上ル春帯町３

５５番地の５ 

令和4年4月1日 

アルフレッサ(株) 

京都病院支店 

支店長 村田富士浩 

京都市伏見区中島北ノ

口町25番地 

\2,486,000- 

契約業者が当機器メーカー

であり他の業者では対応で

きないことから、契約の性質

又は目的が競争を許さない

場合に該当するため。（日本

赤十字社会計規則第36条第4

項） 

 

調剤機器・調剤支援

システム保守料 

事務部調度課 

京都市上京区釜座通

丸太町上ル春帯町３

５５番地の５ 

令和4年4月1日 

(株)トーショー 

京都支店 

支店長 吉武広行 

京都市南区上鳥羽藁田

24番地 

\2,801,700- 

契約業者が当機器メーカー

であり他の業者では対応で

きないことから、契約の性質

又は目的が競争を許さない

場合に該当するため。（日本

赤十字社会計規則第36条第4

項） 

 

血管造影Ｘ線診断装

置 Allura Xper FD10 

事務部調度課 

京都市上京区釜座通

丸太町上ル春帯町３

５５番地の５ 

令和4年4月1日 

（株）フィリップス・

ジャパン 

代表取締役社長  

堤浩幸 

東京都港区港南

2-13-37 フィリップ

スビル 

\2,125,000- 

契約業者が当機器メーカー

であり他の業者では対応で

きないことから、契約の性質

又は目的が競争を許さない

場合に該当するため。（日本

赤十字社会計規則第36条第3

項） 

 



物品等又は役務の

名 称 及 び 数 量 

随意契約担当部課

の名称及び所在地 

随 意 契 約 を 

締 結 し た 日 

随意契約の相手方の

氏 名 及 び 住 所 

随意契約に係る 

契 約 金 額 

随 意 契 約 に よ る 

こ と と し た 理 由 

その他必要な事項

（ 備 考 ） 

血管造影Ｘ線診断装

置 Azurion7 20 

 

事務部調度課 

京都市上京区釜座通

丸太町上ル春帯町３

５５番地の５ 

令和4年4月1日 

（株）フィリップス・

ジャパン 

代表取締役社長  

堤浩幸 

東京都港区港南

2-13-37 フィリップ

スビル 

\2,196,000- 

契約業者が当機器メーカー

であり他の業者では対応で

きないことから、契約の性質

又は目的が競争を許さない

場合に該当するため。（日本

赤十字社会計規則第36条第3

項） 

 

血管造影Ｘ線診断装

置 Allura Xper 

FD20/20 

事務部調度課 

京都市上京区釜座通

丸太町上ル春帯町３

５５番地の５ 

令和4年4月1日 

（株）フィリップス・

ジャパン 

代表取締役社長  

堤浩幸 

東京都港区港南

2-13-37 フィリップ

スビル 

\2,450,000- 

契約業者が当機器メーカー

であり他の業者では対応で

きないことから、契約の性質

又は目的が競争を許さない

場合に該当するため。（日本

赤十字社会計規則第36条第3

項） 

 

白内障手術装置セン

チュリオン保守料 

事務部調度課 

京都市上京区釜座通

丸太町上ル春帯町３

５５番地の５ 

令和4年4月1日 

（株）三笑堂 

代表取締役 上田勝康 

京都市南区上鳥羽大物

町68番地 

\1,049,400- 

当該業者は、当該機器の納入

業者であり当該業務に必要

な能力及び経験があり、迅速

かつ安全に業務を遂行でき

る業者であることから、契約

の性質又は目的が競争を許

さない場合に該当するため

（日本赤十字社会計規則第

36条第3項） 

 



物品等又は役務の

名 称 及 び 数 量 

随意契約担当部課

の名称及び所在地 

随 意 契 約 を 

締 結 し た 日 

随意契約の相手方の

氏 名 及 び 住 所 

随意契約に係る 

契 約 金 額 

随 意 契 約 に よ る 

こ と と し た 理 由 

その他必要な事項

（ 備 考 ） 

麻酔器保守料 

事務部調度課 

京都市上京区釜座通

丸太町上ル春帯町３

５５番地の５ 

令和4年4月1日 

（株）増田医科器械 

代表取締役 戸島耕二 

京都市伏見区竹田藁屋

町50番地 

\3,988,110- 

当該業者は、当該機器の納入

業者であり当該業務に必要

な能力及び経験があり、迅速

かつ安全に業務を遂行でき

る業者であることから、契約

の性質又は目的が競争を許

さない場合に該当するため

（日本赤十字社会計規則第

36条第3項） 

 

滅菌機器保守料 

事務部調度課 

京都市上京区釜座通

丸太町上ル春帯町３

５５番地の５ 

令和4年4月1日 

（株）増田医科器械 

代表取締役 戸島耕二 

京都市伏見区竹田藁屋

町50番地 

\7,155,664- 

当該業者は、当該機器の納入

業者であり当該業務に必要

な能力及び経験があり、迅速

かつ安全に業務を遂行でき

る業者であることから、契約

の性質又は目的が競争を許

さない場合に該当するため

（日本赤十字社会計規則第

36条第3項） 

 

ナビゲーションシス

テム保守料 

事務部調度課 

京都市上京区釜座通

丸太町上ル春帯町３

５５番地の５ 

令和4年4月1日 

（株）増田医科器械 

代表取締役 戸島耕二 

京都市伏見区竹田藁屋

町50番地 

\1,870,000- 

当該業者は、当該機器の納入

業者であり当該業務に必要

な能力及び経験があり、迅速

かつ安全に業務を遂行でき

る業者であることから、契約

の性質又は目的が競争を許

さない場合に該当するため

（日本赤十字社会計規則第

36条第3項） 

 



物品等又は役務の

名 称 及 び 数 量 

随意契約担当部課

の名称及び所在地 

随 意 契 約 を 

締 結 し た 日 

随意契約の相手方の

氏 名 及 び 住 所 

随意契約に係る 

契 約 金 額 

随 意 契 約 に よ る 

こ と と し た 理 由 

その他必要な事項

（ 備 考 ） 

島津Ｘ線透視撮影シ

ステム 

SONIALVISION 

safire保守料 

事務部調度課 

京都市上京区釜座通

丸太町上ル春帯町３

５５番地の５ 

令和4年4月1日 

島津メディカルシステ

ムズ（株）関西支社 

所長 坂本久志 

京都市中京区西ノ京徳

大寺町1 

\3,520,000- 

契約業者が当機器メーカー

であり他の業者では対応で

きないことから、契約の性質

又は目的が競争を許さない

場合に該当するため。（日本

赤十字社会計規則第36条第4

項） 

 

       

       

 


